
資料２－２ 

審議資料 

（益田市使用料及び手数料の設定に関する基本方針） 

 

１ 使用料及び手数料の設定における基本方針  

審議事項  審議会意見  

・「設定における基本的な考え方」 

（(2)のア～ウ） 

基本的な考え方に問題はないか。  

 

・「適用除外」（(5)のア～ウ） 

本方針の適用外とするものの整理に問題

はないか。  

 

・その他 

 

 

 

２ 使用料・手数料の設定手順  

審議事項  審議会意見  

・「使用料の設定」（(1)本文） 

基準額設定方式に問題はないか。 

 

 

・「使用料原価・減価償却費」 

（(1)のア・イ） 

「使用料原価」・「減価償却費」の取扱い

に問題はないか。 

 

・「受益者負担割合」（(1)のウ） 

「市場性」・「選択性」による４区分に問

題はないか。 

 

・その他 

 

 

※別記の算定の例について、一部修正を加えています。  

３ 減免基準の設定 

審議事項  審議会意見  

・「使用料減免基準」（(1)本文） 

免除・減額の基準（事業の公共性視点か

ら）に問題はないか。 

 

・「手数料減免基準」（(2)本文） 

免除・減額の基準（公共の福祉の視点か

ら）に問題はないか。 

 

・その他 

 

 



４ 調整項目 

審議事項  審議会意見  

・「利用者区分の設定」（(1)本文） 

４つの利用者区分の設定に問題はな

いか。 

 

・「端数の処理」（(5)本文） 

最終額を１０円単位とする調整に問

題はないか。 

 

・その他 

 

 

 

５ 受益者負担の急激な変動に対する措置 

審議事項  審議会意見  

・「激変緩和措置の適用」 

激変緩和措置の実施それ自体に問題

はないか。（受益者の負担感の増と収

支バランスの急変を避ける目的） 

 

・「激変緩和措置の基準」 

改定率の上限・下限の設定に問題はな

いか。 

 

・その他 

 

 

 

６ その他基本方針の全体に関する意見 

審議事項  審議会意見  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


